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無人化された駅を 

視聴覚障害者も安全安心に利用できることを求める要望 

 

 

 全国の鉄道駅の半数が無人駅となり、有人の鉄道駅であっても無人になる時

間帯が増えてきている昨今、私たち視覚や聴覚に障害のある者は今までのよう

に安心して鉄道駅を利用できなくなってきています。 

 昨年５月に施行された「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に

係る施策の推進に関する法律」（通称：障害者情報アクセシビリティ・コミュニ

ケーション施策推進法）第３条の基本理念３項に、「障害者が取得する情報につ

いて、可能な限り、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を障害者

でない者と同一の時点において取得することができるようにすること。」と示さ

れており、緊急時を含めた情報を、障害の有無にかかわらず同一時点で得られる

ことも必要です。 

 また、駅の無人化を進める際は、移動や情報入手、コミュニケーション等の支

援に関する必要な整備について、視覚や聴覚の障害当事者団体との建設的対話

を行うことも必要です。 

 現状の困難を解消するため、また今以上に駅の無人化が進んでも、引続き私た

ちが安全に安心して利用できるよう、以下のことを要望します。 

 



１ 無人状態の鉄道駅であっても視覚や聴覚に障害のある者が安全に安心して

移動できるよう要望します。 

 視覚に障害がある者あるいは盲ろう者が無人状態の鉄道駅を安全に安心して

移動できるよう、要請により人的対応が確実に受けられる仕組みが必要です。 

 また、バリアフリー整備ガイドラインで示されている視覚障害者誘導用ブロ

ックや音サインなど、鉄道駅で必要とされる整備を行うことが必要です。 

 加えて、ホームからの転落など、危険な状況にならないよう、監視カメラやホ

ーム縁端に近づいたときの注意喚起を促す案内、万が一転落した際の対策等、必

要な安全対策を講じることも必要です。 

 

 

２ 必要なときに鉄道事業者職員等に確実に問い合わせられる仕組みを要望し

ます。 

 現在鉄道駅に設置されているインターフォンは、視覚に障害のある者にとっ

てはその設置場所が分からない、聴覚に障害がある者にとっては、音声のみで対

応する形式となっているなど、容易に鉄道事業者職員等に問い合わせられるよ

うになっていません。 

 そのため、視覚に障害がある者がその設置位置が分かるよう、音声あるいは音

サインなどで示すことが必要です。 

 また、聴覚に障害がある者が円滑に問い合わせられるよう、モニター付きのイ

ンターフォンの設置と手話言語や筆談で対応できる職員を配置することが必要

です。なお、スマートフォン等の利用者にとっては、担当職員と視聴覚的にアク

セス可能な二次元バーコードを、駅構内の要所に貼付する対応も有効です。 

 さらに、画面表示は弱視者（ロービジョン）や弱視の盲ろう者も見やすい表示

であること、難聴者や難聴の盲ろう者が明瞭に聞き取れるような機器を整備す

る必要があります。 

 

 

３ 有人窓口の廃止と、それに代わる券売機の設置については、視覚や聴覚に障

害がある者にも配慮されることを要望します。 

 駅の無人化が進むとともに有人窓口の廃止も進んできています。また、それに

伴い、遠隔のオペレータと対話しながら利用する自動券売機の設置も進められ

ています。そこで、有人窓口が廃止されても、今まで行えてきた手続きが変わら

ずできるよう早急な対応が必要です。 

 遠隔のオペレータと対話しながら利用する自動券売機については、視覚や聴

覚に障害がある者も円滑に操作したりコミュニケーションが取れるよう、必要

な点字表示や音声案内の実装と、視覚や聴覚、盲ろう者等の重複障害者に対応で

きるオペレータを増やすことが必要です。 



４ 必要な情報を確実に得られるよう整備することを要望します。 

 視覚に障害のある者が列車遅延などの必要な情報を音声案内等で得られるよ

う整備することが必要です。 

 また、聴覚に障害のある者が全ての音声情報を文字等の案内で得られるよう

整備することも必要です。 


